
〈万一事故にあわれたら〉 
事故にあわれたら、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。事故の発生の日から30日以内にご通知の
ない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 

〈自動継続特約（保険契約の継続に関する特約）をセットされた場合の取扱い〉 
自動継続特約とは、ご契約者と損保ジャパンとの間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が
満了する日の契約内容と同一の契約内容（※）で毎年自動的に保険契約を継続するものです。継続された保険契約の初日は
継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、保険金請求が多発した
場合もしくは継続期間が10年間になった場合または被保険者「本人」の年齢が69歳以上となる場合等は、自動継続が中止
となります。また、自動継続は、満期の3か月前の日までにご契約者（または損保ジャパン）から申し出ることにより、中止する
ことができます。 
（※）普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続され

た保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。 

損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である（社）日本損害保険
協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、（社）日本
損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 

【窓口 ： （社）日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 

0570-022808

●保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関） 

【受付時間】平日： 午前9時15分～午後5時 

【インターネットホームページアドレス】http://www.sonpo.or.jp/

事故サポートデスク ®0120-727-110
※上記受付時間外は損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。 
【受付時間】平日（月～金）17時～翌9時　土日祝日（12/31～1/3を含む。）24時間 

（SJ11-06002  2011.09.21作成）

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合 

傷
害
（
国
内
外
補
償
） 

死亡 
保険金 

後遺障害 
保険金 

入院 
保険金 

手術 
保険金 

通院 
保険金 

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に後遺障
害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 

①故意または重大な過失 
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 
　または麻薬等により正常な運転ができないおそ
れがある状態での運転 
④脳疾患、疾病または心神喪失 
⑤妊娠、出産、早産または流産 
⑥外科的手術その他の医療処置 
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為（※1）
を除きます。）、核燃料物質等によるもの 
⑧地震、噴火またはこれらによる津波（天災危険
補償特約をセットしない場合） 
⑨頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
腰痛等で医学的他覚所見（※2）のないもの 

⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッ
ククライミング、航空機操縦（職務として操縦す
る場合を除きます。）、ハンググライダー搭乗等
の危険な運動を行っている間の事故 
⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興
行（これらに準ずるものおよび練習を含みます。）
の間の事故 など 

①故意 
②戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除き
ます。）、核燃料物質等によるもの 
③地震、噴火またはこれらによる津波 
④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠
償責任 

⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責
任 

⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の
損壊について、その財物について正当な権利
を有する方に対して負担する損害賠償責任 
⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 
⑧被保険者または被保険者の指図による暴行ま
たは殴打による損害賠償責任 
⑨航空機、船舶・車両、銃器の所有、使用または
管理に起因する損害賠償責任 　　　　    など 

（注）複数のご契約にセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。また、補償が重複する他の保険契約等がある場合において他の保険契約等から既に保険金等が支払われたときは、損害の額からそれらの額の合計金額を差し引いて
お支払いします。ただし、加入依頼書等記載の保険金額を限度とします。 

（※1）「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 
（※2）「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 

被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故（以下「事故」といいます。）によりケガ（※）をされた場合等に、保険金をお支払いします。 
（※）身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 

 また、この保険には「就業中の危険対象外特約」がセットされておりますので、被保険者がその職業または職務に従事していない間（通勤途上を含みます。）に被ったケガにかぎり、保険金をお支払いします。 
（注）保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。 

「急激かつ偶然な外来の事故」について 
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 
（注）靴ずれ、車酔い、日射病、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 

事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4％～100％をお支
払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 

事故によりケガをされ、平常の業務または生活ができなくなり、かつ入院（入院に準じた状態を含みます。）し、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日
を含めて1,000日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 

住宅（※1）の所有・使用・管理または被保険者（※2）の日常生活（住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。）に起因する偶然な事故により、他人
の身体に障害を負わせたり、他人の財物に損害を与えたりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用（訴訟費用等）の
合計金額をお支払いします（免責金額はありません。）。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。 
なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 
（※1）「住宅」とは、被保険者本人の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産およ

び不動産を含みます。 
（※2）この特約における被保険者は次のとおりです。 

①本人 
②本人の配偶者 
③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 
④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 
　なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 

入院保険金をお支払いする場合で、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたとき、入院保険金日額に所定
の倍率（10倍、20倍または40倍）を乗じた金額をお支払いします。ただし、１事故につき１回の手術にかぎります。 

事故によりケガをされ、平常の業務または生活に支障が生じ、かつ通院（往診を含みます。）し、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000
日以内の通院日数に対し、90日を限度として、１日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復した時以降の
通院はお支払いの対象になりません。また、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 

入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（事故の発生の日から1,000日以内） 

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額    ×    後遺障害の程度に応じた割合（4％～100％） 

死亡保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額の全額 

通院保険金の額＝通院保険金日額     ×      通院日数（事故の発生の日から1,000日以内の90日限度） 

手術保険金の額＝入院保険金日額   ×     手術の種類に応じた倍率（10倍、20倍または40倍） 

 

お問い合わせ先 ★このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い
合わせください。 

★取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料
の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店
とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 

本店営業第三部第二課 
〒160-8338　東京都新宿区西新宿1-26-1　TEL. 03（3349）3167
ホームページアドレス　http://www.sompo-japan.co.jp

パディジャパン　保険セクション 

補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】 

個
人
賠
償
責
任
（
国
内
外
補
償
） 

個人 
賠償責任 
（注） 

携行品損害 
（国内外補償） 
（注） 

救援者費用 
（国内外補償） 
（注） 

①故意または重大な過失 
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転また
は麻薬等により正常な運転ができないおそれが
ある状態での運転 
④脳疾患、疾病または心神喪失 
⑤妊娠、出産、早産または流産 
⑥外科的手術その他の医療処置 
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除き
ます。）、核燃料物質等によるもの 
⑧地震、噴火またはこれらによる津波 
⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッ
ククライミング、ハンググライダー搭乗等危険な
運動を行っている間の事故 

⑩頸（けい）部症候群（いわゆる「むちうち症」）、
腰痛等で医学的他覚所見のないもの 

など 

①故意または重大な過失 
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 
③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転また
は麻薬等により正常な運転ができないおそれが
ある状態での運転 
④戦争、外国の武力行使、暴動（テロ行為を除き
ます。）、核燃料物質等によるもの 
⑤地震、噴火またはこれらによる津波 
⑥欠陥 
⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、
ねずみ食い、虫食い等 
⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・
機械的事故 

⑩置き忘れまたは紛失 など 

偶然な事故により携行品（※1）に損害が生じた場合に、被害物の時価（※2）を基準に算出した損害額から免責金額（1回の事故につき3,000円）を差し引いた金
額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度（※3）とします。 
（※1）「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅（敷地を含みます。）外において、被保険者が携行している被保険者所有の身

の回り品をいいます。 
（※2）「時価」とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修

理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方でお支払いします。 
（※3）保険期間が1年を超えるご契約の場合は、契約年度ごとに保険金額を限度とします。 
（注1）1個、1組または1対のものについては各10万円を、現金、乗車券、宿泊券等については合計して5万円を損害額の限度とします。 
（注2）次のものは保険の対象となりません。 

■移動電話（携帯電話を含みます。）・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 
■コンタクトレンズ、眼鏡　■義歯、義肢その他これらに準ずる物　■動物、植物 
■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 
■船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。）、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 
■手形その他の有価証券（小切手を除きます。）、印紙、切手　■預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュカードを含みます。）、クレジットカード、 
ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 など 

保険期間中に以下①から③までのいずれかに該当した場合、ご契約者、被保険者またはその親族の方が負担した費用（※1）に対して、その費用の負担者に保険
金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等の保険金額を限度（※2）とします。 
①被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 
②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等の公的機関により確認された場合 
③住宅（※3）外において被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガを原因として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続
して14日以上入院された場合 

（※1）次のア． からオ． までの費用がお支払いの対象となります。 
ア ． 捜索救助費用  遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用。 
イ ． 交通費  救援者（※４）の現地（※５）までの航空機等の１往復分の運賃（救援者2名分を限度とします。）。 
ウ ． 宿泊料 現地および現地までの行程における救援者のホテル等の宿泊料（救援者2名分、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。）。 
エ ． 移送費用 被保険者が死亡された場合の遺体輸送費用または病院等への移転費。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃また

は被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。 
オ ． 諸雑費 救援者の渡航手続費および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等

（国外20万円、国内3万円を限度とします。）。 

（※2）保険期間が1年を超えるご契約の場合は、契約年度ごとに保険金額を限度とします。 
（※3）「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅をいい、その敷地を含みます。 
（※4）「救援者」とは、被保険者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族（これらの方の代理人を含みます。）をいいます。 
（※5）「現地」とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 
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